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ご案内

相談専用電話： 06-6242-1177

住まいの法律
住まいの資金計画
建築・リフォーム
分譲マンション（法律）
分譲マンション（管理一般）

概ね毎週土曜日［10時～13時30分］

隔週土曜日［10時30分～12時］

隔週土曜日［10時～13時］

概ね月1回日曜日［13時～16時］

概ね週1回木曜日［14時～18時］

専門家相談日時 内　　容

　連携機関による定期相談
大阪府建築士会による建築相談…毎週日曜日 13時～16時（受付は当日の12時30分～15時30分 ※12時30分に相談を受ける順番の抽選があります）
大阪府宅建協会による不動産無料相談…第1・第3月曜日（祝日・協会指定日を除く）　１3時～16時（TEL 06-6943-0621で予約受付）
近畿税理士会による税務相談…毎週土曜日（但し、2・3月を除く）　１3時～16時（TEL 06-6242-1177で予約受付）

借家・借地・土地・建物・相続等に関する法律上の相談（弁護士）

住宅取得やローン返済、高齢期の住まいと暮らしに関する資金計画等（ファイナンシャルプランナー）

建築設計や施工上の問題・建築関係法令等（建築士）   

管理組合運営・管理規約等に関する法律上の相談（弁護士）

管理組合運営・管理規約・長期修繕計画等に関する相談（マンション管理士）

住まい情報センター（住情報プラザ4F）開館情報
〒530‐0041 大阪市北区天神橋6丁目4‐20 4階

TEL 06-6242-1160
FAX 06-6354-8601

URL http://www.sumai.city.osaka.jp/

　開館時間 平日・土曜 9時～19時／日曜・祝日 10時～17時
　休 館 日 火曜日（祝日の場合は翌日）、
 祝日の翌日（日曜日、月曜日の場合を除く）、年末年始

地下鉄谷町線・堺筋線、阪急電鉄「天神橋筋六丁目」駅3号出口

10月～12月の
休館日

10月7日、14日、21日、28日
11月4日、11日、18日、25日
12月2日、9日、16日、24日、29日～2015年1月3日

大阪市立
住まい情報センター

　住まいの一般相談（随時／窓口相談・電話相談）
住まいを借りるときや購入する際の質問、分譲マンション管理、および大阪市を中心とした公的な住宅施策などに関する質問に対して、相談
員が窓口または電話で対応します。英語、中国語、韓国・朝鮮語にも対応します（外国語対応は17時まで）。
　住まいの専門家相談（予約制／面接相談）（予約は1カ月前からお受けしています）。
お申し込みに際しては、相談員が一般相談で内容をうかがってから予約します。日程が変更になる場合がありますので、ご確認ください。

●相談に関する秘密は厳守します。 ●係争中の案件や営利目的の相談、トラブルのあっせん・仲裁、賃貸住宅の経営に関する相談等、当センターで対応できかねるものは、他の相談機
関等の情報を提供します。 ●専門家相談は、大阪府に在住、在勤または在学の方を対象とします。 ●専門分野ごとに年1回までとさせていただきます（分譲マンション（管理一般）を除く）。

大阪市内の公的住宅のほかUR都市機構の賃貸住宅や大阪府
宅建協会の民間住宅の情報を提供しています。

住まいに関するご相談をお受けしています

大阪市での住まい探しをサポートします
詳しくは本誌9ページをご参照ください。
※住まい情報センター（住情報プラザ4F）と開館日時が異なります。

大阪くらしの今昔館があります

｢住まい｣と｢大阪｣に関する図書を集めたライブラ
リーがあります。図書の貸し出しも行っています。

住まいのライブラリーがあります 

詳しくは本誌10ページをご参照ください。

住まい・大阪に関する
セミナーやイベントを開催しています

以下、広告です。広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。「広告掲載」のお問い合わせは、大阪市立住まい情報センター TEL: 06-6242-1160

人と住まいを結ぶ情報発信基地

都市に住む・暮らす  大阪市 住まいのガイドブック

“あんじゅ”は、「安心して快適な住生活をいとなむ」ための情報誌です。
 また、フランス語でAnge は「天使」という意味。よりよい暮らしを運んできてくれる幸せの象徴をイメージしています。
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“あんじゅ”は、「安心して快適な住生活をいとなむ」ための情報誌です。

 また、フランス語でAnge は「天使」という意味。よりよい暮らしを運んできてくれる幸せの象徴をイメージしています。

大阪城天守閣
〈今月の表紙〉

黄金の装飾が青空に映え凛としてそびえ立つ大阪のシンボル、大阪城天守閣（国
の登録有形文化財）。昭和6年（1931）、当時の関市長の呼びかけで市民の寄付
により再建されました。「大坂の陣400年プロジェクト」でさらなる賑わいをみせる中、
往時の栄華と落城のドラマもよみがえってくるようです。

あんじゅは、春・夏・秋・冬に発行します。次号は平成27年1月1日発行です。
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400年前の
「大坂の陣」が物語る

人とまちの足跡
住まいの基礎知識

4回連載「シニアライフを予習する」
第2回 シニアライフの資金計画

大阪くらしの今昔館news

よみがえる通天閣の天井画
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重要文化財「中井家関係資料」
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違反すると罰金あり! 自転車安全利用五則図2

放置自転車等台数の推移図3

自転車の左側通行を徹底図1

出典:大阪市建設局管理部自転車対策課（2014年2月）

引用:大阪市中央区役所 大阪市中央区放置自転車等対策連絡協議会「ちゅうりんマップ」

引用:大阪市中央区役所
      大阪市中央区放置自転車等対策連絡協議会「ちゅうりんマップ」
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路側帯とは?
歩道のない道路の端
や、片側に歩道がある
道路の歩道がない側の
端に、白線で区分された
帯状の所。
※歩道がある側に路側
帯はありません。

路側帯

自転車は、車道が原則、
歩道は例外 ※罰則A

一本の実線と破線
（駐停車禁止路側帯）
自転車通行可 ◯

車道 路側帯

路側帯
一本の実線（一般の路側帯）
自転車通行可 ◯

車道 路側帯 車道 路側帯路側帯
二本の実線（歩行者用路側帯）
自転車通行禁止×

1 安全ルールを守る4

子どもはヘルメットを
着用

5
車道は左側を通行
                    ※罰則A

飲酒運転
   ※罰則C

二人乗り・並進の禁止
   　　   　　　　　※罰則B

夜間は
ライトの点灯
      ※罰則D

交差点での信号
遵守と一時停止・
安全確認 ※罰則A

違反! 罰金あり ※罰則:5万円以下の罰金

2

歩道は歩行者優先で、
車道寄りを徐行
                    ※罰則B

3

自転車運転中の
携帯電話・
スマートフォンでの
会話や操作

自転車運転中に
イヤホン・
ヘッドフォンで
大音量の音楽を聴く

A.3ヵ月以下の懲役または
5万円以下の罰金

B.2万円以下の罰金または科料
C.5年以下の懲役または
100万円以下の罰金

D.5万円以下の罰金

罰 
則

　堺市のように自転車によるまちづくりを推進していこうという動き
もあります。
　まずは走る時のルールを守ること。自動車のシートベルトが普及
したように、自転車のヘルメットを当たり前にしていくこと。安全・快
適に自転車と共存していくには、学校、家庭、地域、自治体、警察
がそれぞれ連携することが必要です。

　2013年9月、大阪市中央区の本町通り、御堂筋から堺筋まで約
500mの車道に、市内で初めて自転車レーンが設置されました。歩
道を歩行者と共有してきた自転車を、原則に基づいて車道上に自
転車の通行位置を確保したのです。レーンができたことで、車道左
側を逆走する自転車は、平日は27％から14％へ、休日は22％から
13％へ減りました。レーンを通行する自転車は、平日は43％から52％
へ、休日は32％から44％へ増えました。自転車の安全性も歩道の安
全性も、ともに向上したのです（大阪市調べ）。今後のレーンの延伸
が期待されています。
　今、各地でサイクルイベントが行われ、北海道、琵琶湖、淡路島、
しまなみ街道などでは自転車に乗る観光が脚光を浴びています。
大きな都市でも、１日に5、6時間、レンタサイクルで回るプランが観光
政策の一つになっています。「自転車文化タウンづくりの会」は、上
町台地をサイクリングで回ろうと5kmから10km程度のプランを提案
し、マップをつくりました。観光ツーリズムに自転車を組み込むことで、
大阪という街の魅力を創出していく可能性も広がっていきます。

　
　大阪市が今年2月、駅周辺での放置自転車・原動機付き自転
車数を調べました。昨年11月調査では約１万1000台でしたが、約
8000台に減りました。2007年から比べれば6分の１になりました
が、まだ多くの自転車が放置されています（図3）。

　自転車は車両ですが、駐輪禁止の場所に止めておいても、「違
反」として警察が撤去しているわけではありません。条例に基づい
て「放置」されていると見なされ、自治体が自転車を回収します。
　ところが、回収された自転車の半分ほどは引き取りがないと言
います。大阪市の場合、放置自転車の保管期間は「撤去日から
30日間」でしたが、2013年から20日に短縮されました。引き取りに
来る人の95％は20日以内に来るからです。自転車は比較的安い
ので、回収された自転車を見捨てて新車を買う人が多いのでしょ
うか。逆に見ると、自転車の放置は回収費、保管費、自転車の処
分費の負担を自治体にかけ、市民が税金の無駄遣いに加担して
いることに。この悪循環を立ち切るためにも、「歩ける距離なら歩
く」「自転車を使うならきちんと駐輪場に止める」「自転車の処分は
自分で責任をもつ」ことが大切です。
　通勤に自転車を使っているが、勤務先に駐輪場がないので、
結果的に歩道などに放置しているケースもあります。勤務先に近
い市営か民営の駐輪場まで自転車に乗ってきて駐輪し、職場ま
で歩くという習慣が根付くと、街全体での放置自転車が減ります。
商店街や自治会などが定期的に見回って放置自転車に注意し
ているのも効果を上げています。

　駅の近くや中心部には自転車放置禁止区域があり、その周辺
には市営や民営の有料駐輪場が設置されています。1台１台を
管理し、タイヤを置きやすい機械など工夫されています。市営駐
輪場の利用料は大阪市の条例で上限１日150円と決まっていま
す。買い物にきた人は一時利用を、通勤に使う人は定期利用を
するのが向いています。
　大阪市内で一定規模以上の建築物を新築・増築する際に
は、「自転車駐車場の附置等に関する条例」（附置義務条例）に
基づき、一定の自転車駐輪場の附置が義務づけられています。
しかし、すべての建築物に適用されていないため、まだまだ街の
中に放置自転車が増える結果となります。オフィスビルでも駐輪場
を組み込む、分譲マンションでも駐輪設備を増やすなどの工夫が
いります。
　また、都市部の開発計画に「自転車交通」が組み込まれること
がまだ少ないのも実情です。北区の「グランフロント大阪」の開発
は、建物内に有料駐輪場を組み込んだ好例で、利用者の利便
性が上がり、周囲に放置自転車は減り、美しい街並を維持してい
ます。
　自転車をめぐる課題はまだ解決途上ですが、自転車問題に総
合的に取り組むためには「自転車交通の安全の教育と実践」「自
転車利用計画」「自転車に関する駐輪・安全利用条例」の3本柱
が必要、と吉田准教授は話します。

　自転車の魅力は、誰でも簡単に乗れ、排気ガスを出さないク
リーンな交通手段であること。自転車を利用すると生活圏は徒歩
よりグンと広がります。長時間乗れば有酸素運動になり、健康維
持にも役立ちます。
　最近は、ロードバイクやクロスバイクなどスポーツタイプの自転
車がブームに。これらの中には重量が10kgを切るものもあり、時速
は30kmほど出ます。自家用車をもたないライフスタイルから、こう
した自転車を通勤やレジャーに使う人もいます。ヘルメットや手袋、
機能的なサイクルウエアを着る、体にフィットするバッグを背負うな
ど新しい自転車スタイルが生まれています。
　大阪のような都市では公共交通と自転車で充分生活でき、効
率よく移動できます。政令指定都市の中では大阪市での自転車
利用率は33.7％（2010年国勢調査より）とトップで、3人に１人が自
転車のみ、あるいは鉄道と組み合わせて使っています。

　“ママチャリ”と呼ばれる日本の普通自転車は、「諸外国と比べ
ると、やや特殊」と話すのは、大阪市立大学大学院工学研究科
の吉田長裕准教授。わが国の普通自転車は、幅60cm・長さ
190cmを超えない小型サイズで、速度はあまり出ません。「歩道」
を「双方向」で走っているのは日本独自の風景です。諸外国で
は、自転車はもっと大きく、もっと早く、「車道」を走っています。
　自転車は道路交通法上では「車両」なので、原則は車道を走
らなくてはなりません。しかし、交通事故多発への応急措置として
1970年に歩道への通行を許可して以来、狭い歩道に歩行者と自
転車が混在するようになりました。
　そもそもは歩行者のための空間なので、歩道を自転車が走る
際には配慮がいるのですが、ルールが遵守されずマナーの悪さ
や事故も問題となってきました。天神橋筋商店街のように、「ここで
は自転車で走らないで。押して歩いて」と、わざわざ注意を促さな
いといけない事態になっています。

　自転車と歩行者・自動車の事故がなかなか減りません。電動ア
シスト付き自転車で止まろうとして、間違えて加速して事故に。歩
行者とぶつかって重症を負わせ、高額賠償となった事故も。携帯
電話やスマートフォンを使いながらや音楽を聴きながらの運転、
車道左側端を自動車と違う向きに逆走、そんな自転車は非常に
危険です。隠れた事故はまだあると言われています。自転車と歩
行者の事故がおきても警察に訴えるケースが少なく、自転車保険
に入っている人が少ないのも背景にあります。
　こうした事態に国が腰をあげ、2012年11月、警察庁・国土交通
省が「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を発表し
ました。また、2013年12月に道路交通法が改正され、自転車を含

む軽車両が通行でき
る路側帯を左側に限
り、左側通行が徹底さ
れました（図1）。違反
をすれば通行区分違
反として「3ヵ月以下の
懲役または5万円以
下の罰金」となります。
やっと自転車は車道を
走る、左側を走るとい
う原則が明らかになり
ました。

　「今さら自転車で車道を走れるだろうか」「怖くないだろうか」と
思った人は多いのではないでしょうか。
　「都市部では、ほとんど自転車の安全教育がなされていないの
も問題」と吉田准教授は指摘します。子どもの時に初めて自転車
に乗る練習をした後は、自転車のルールやマナーを学ぶ機会は
あまりありません。中学や高校への通学に自転車を使う地方都市
では、ヘルメットを被り、どう走ると安全か教えられます。大阪市内
では、自転車通学を認めていない学校が多く、結果的に自転車
の安全教育がおざなりになっています。ルールやマナーを知らな
ければ、事故や迷惑をかけるケースが増えます。
　自転車を安全に利用するには5つの規則があり、それに違反す
ると罰則があることを覚えておきましょう
（図2）。大阪市中央区が配布している
「ちゅうりんマップ」（大阪市中央区放置
自転車等対策連絡協議会）のように、自
転車を安全利用するためのルールやマ
ナー、駐輪場などが示された使い勝手の
いい冊子もあります。

都市交通の大きな担い手

自転車は原則「車道」を走る

自転車の安全教育の必要性

放置自転車を解消するには

自転車レーンや観光資源の誕生

安全・開発・条例が自転車の3本柱に

やっと国からガイドラインが

ちゅうりんマップと啓発グッズ

環境問題の一環として車を減らし、自転車を生かした文化に満ち
るまちづくりを考えて行動していこうと2008年に「自転車文化タウン
づくりの会」を設立、あおぞら財団に事務局をおいています。2011
年から御堂筋をともに自転車で走る「御堂筋サイクルピクニック」を
スタート。今年9月21日までに計7回を実施し、毎回500人ほどが参
加、200人以上が走ります。

自転車文化タウンづくりの会の当面の目標は、「御堂筋を自転車
1万人でアピール走行」「都心部に自転車レーン1万m」「サイクル
シェアリング1万台」。いろいろなコース
を設定し、1グループ10人で組み、先頭
のリーダーが自転車の正確な走り方や
曲がり方、ハンドサインの出し方など見
本を見せます。車道を走ることも、グ
ループで走ることも初めての人も多い
のですが、自転車の正しい乗り方や扱
い方を覚えるいい機会。自転車教育を
できるリーダーの養成も急務です（談）。

大阪を走りながら自転車教育を実践
「御堂筋サイクルピクニック」を実施

自転車文化タウンづくりの会、あおぞら財団事務局長 藤江 徹さん

本町通り自転車レーンを走行中

規則があり、それに違反す
う
る
置
自
マ
の

ちゅうりんマップと啓発グッズ

スポーツタイプの自転車で通勤したり、電動アシスト付き自転車で買い物をしたり、都心に自転車専
用レーンができたり…。自転車をめぐる風景も年々変わってきました。一方で、自転車の事故や放置
はなかなかなくなりません。都市の中でどう快適・安全に自転車と共存していくかを考えます。
（協力：大阪市立大学大学院工学研究科　吉田長裕准教授）

都市交通としての自転車特 集
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「大坂の陣400年プロジェクト」ののぼりが立つ大阪城天守閣「大坂の陣400年プロジェクト」ののぼりが立つ大阪城天守閣「大坂の陣400年プロジェクト」ののぼりが立つ大阪城天守閣

大坂の陣の概略はこうです。豊臣秀吉が慶長3年
（1598年）に没した後、政権内部の対立により石田三
成と徳川家康の「関ヶ原の戦い」（慶長5年、1600年）
が起こり、徳川の東軍が勝利、慶長8年（1603年）征
夷大将軍に任ぜられた家康が徳川幕府を開きま
す。ですが、秀吉の遺児である豊臣秀頼と母の淀殿
は大坂城に健在で、家康が難癖をつけて最終決戦
となり、大坂冬の陣は慶長19年（1614年）10月～12
月、夏の陣は慶長20年（1615年）5月で5月7日に大坂
城は落城、8日に秀頼と淀殿が
自害して豊臣家は滅びました。

大阪城天守閣では今年から来年にかけて「大坂の
陣400年プロジェクト」を展開。大坂の陣に関する展覧
会の開催や、図録などの出版も予定しているほか、「大
坂の陣」についての理解を深めてもらおうと多彩な催
しを計画しています。館長の北川央さんは「あまり顧み
られることがなかった秀頼時代の豊臣家と大坂城をこ
の機会にきちっと評価し直すことが狙い」と語り、大坂
の陣に関する歴史認識を見直すこととなるようです。
「江戸幕府のもとで六十五万石程度の一大名に
転落した豊臣家が幕府の言うことを聞かないので大
坂の陣が起こり滅ぼされた、というのが従来の解釈。
しかし、研究が進んで豊臣秀頼は一大名などではな
く、家康が死ねば、その次は徳川秀忠にいくのか秀
頼にいくのかわからない、それほど秀頼は大きな存在
であり、諸大名や庶民からもたいそう人気があったこ
とがわかってきました。諸外国の史料からもそれが伺
えます。だから、家康は少々強引な手を使ってでも、自
分の目の黒い内に大坂の陣を起こし、豊臣家を滅ぼ
さないといけなかった。追い込まれていたのは実は家
康の方だったのではないかと思います」
また、「家康が征夷大将軍になったことも過大評価

しすぎ」とも語る北川さん。「これまで勝者の徳川方の

編纂史料を中心に語られてきましたが、同時代の古文書や公家たちの日記
類などから全く違う秀頼時代の豊臣家が浮かんできます。家康が征夷大将
軍になろうと、秀頼が関白になる道が閉ざされたわけではありませんでした。
当然大坂の陣という戦いそのものの見方も変わってきます。本当の天下分け
目になったのが大坂の陣なんです」。

夏の陣のあった慶長20年は道頓堀完成の
年でもあります。「大阪のまちにとっては重要な
道頓堀も大坂の陣の数年前に開削が始まり、陣
後まもなく完成しました。大坂の陣は新しい大阪
の起点にもなったのです」。
一方で、豊臣時代の町割りや太閤下水などは継承されていきます。さら

に「秀吉が築きあげた日本最大の商業都市という性格も引き継がれていき
ました。船場も秀吉最晩年に北船場が開発されましたが、江戸時代になっ
てからは南船場、島之内ができて西船場や堀江も開発されて、秀吉プラン
をさらに拡大させる形でまちが発展していきます」。
諸大名が江戸屋敷とは別に大坂屋敷（蔵屋敷）を置いたことも大きく「結

局、徳川幕府も否定できないまちの蓄積がすでにあり、豊臣時代の財産が
有形無形に江戸時代の大坂の繁栄の基礎になって
います。豊臣家は滅んでも大坂は滅びず、さらに発展
していく、そういう構図も描き出したい」と語る北川さ
ん。「これを機に多くの人に来てもらって大阪の歴史・
文化を見てもらい、大阪が長年かけて培ってきたさま
ざまな伝統芸能やすばらしい文化財などの魅力に気
付いてほしい」。豊臣時代の大坂城は現在の大阪城
の下に埋もれて見ることはできませんが、大阪に暮ら
す人にも「大坂の陣400年」は、まちの足跡と財産を
再発見する機会になることでしょう。

上方講談には、大坂冬の陣と夏の陣のことを描
いた「難波戦記」という講談があります。明治～昭
和にかけて活躍した二代目旭堂南陵が「難波戦
記」を新聞に書いた折、文庫本5ページぐらいの
文字量を240回も連載したという長編。ゆえに抜き
読みで演じられることが多いのですが、続き読み
でも読んだことがある講談師の旭堂南海さんは
「難波戦記」には二つあるのだと言います。「夏の
陣から60年ほど後までに、徳川の家来たちが書
いた徳川方公認の書物『難波戦記』ができたと言
われています。家康を讃えて勝者の論理で書か

れたこの原典に対し、大坂なりに解釈した大坂版「難波戦記」がそれか
ら約90年後までにできました。『厭蝕太平楽記』という題で著者は不明。
手書きの実録本で写本により伝えられ、これ
に『真田三代記』を足し、戦国武将の逸話も
盛り込んで面白くふくらませ、現在に伝わる
『難波戦記』の台本ができたようです」。
江戸時代、公的には禁じられた物語はそ

れでも「守り続けられて」明治20年代の講釈
全盛の頃には「難波戦記」として高座にか
けられていたとか。やがて立川文庫の「真田
十勇士」が人気を博して、幸村が活躍する
この講談は注目を集めたようです。その大坂
版「難波戦記」は、家康がたびたび危機に
遭い、真田幸村が死んだとされるのは影武
者で、抜け穴を通って秀頼らと共に薩摩に
逃げ延び、家康は堺で死んだという、どんど
ん荒唐無稽な展開になるもの。「架空の話
がたくさんというより、ほぼ全部でしょうか
（笑）。本当のことみたいに年代は史実に合
わせて辻褄を合わせ、よくできてるんです」。
実際、この「難波戦記」を聞けば、大阪人な
ら大坂方の武将の忠義と正義に胸が熱くな
り、その活躍と家康の危機に喝采を送ること
でしょう。また、真田幸村の知恵と才覚を描き
ながらも、真田丸や抜け穴は豊臣秀吉が大
坂城築城の折に先を見据えて備えていたと
し「そこまで考えて作った大坂城を十分に活
用したのが幸村、というのが大坂版『難波戦
記』の骨格。誰が偉いかというと秀吉で、や
はり大阪の人の心の底に偉大な秀吉がずっ
とあったんでしょう」と南海さん。

現在、高座で読まれているのは長編
のほんの一部で2～3割ぐらいとか。よく
かかるのは「真田大坂入城」や冬の陣
を描いた「槍摺の鎧」、銘々伝の形で
「木村重成の最期」、夏の陣の「平野
の地雷火」や「般若寺の焼討ち」など。
大阪の講談師としては「家康を討ちと
る物語なので、読んでいてやっぱり気
持ちがいい講談」と言います。「その気
持ちよさは嘘か本当かというのではな
く、心意気として数百年継承されてき
たことのうれしさです。恩に報いて命を
かけてはせ参じた幸村たち、一旗あげ
ようと博打性を持った豪傑たち。
そんな人間たちが集まってくる面白

さ、痛快さ。何くそ、負けるかい、と
いう一つの気概として『難波戦
記』の大坂バージョンが存在し続
けることの大切さを感じてもらえた
ら。講談では負けていません。そう
いう講談がなぜ伝えられてきたの
かを私は伝えたいと思います」。
400年前に大坂でさまざまな人
間が生き生きと躍動し「負けたと
いう感覚ではなく、闘った」。そん
な気迫を伝える史蹟や碑が各地
に残っています。「歩いて回れば
実感がわくはず」と、現地に立つ
ことで歴史上の人々に思いをは
せてきた南海さんのススメです。

夏の陣の年に完成
した道頓堀。日本
橋に建つ道頓と道
卜を讃えた石碑
は、徳川による大
坂城再築用に運ば
れてきたものの使
われなかった残念
石で作られた

徳川幕府の大坂城再築に
参加を命じられた諸大名
の家紋などが刻印された
石が展示されている大阪
城山里丸の刻印石広場

玉造稲荷神社に建つ豊臣
秀頼の銅像

大阪城山里丸に建つ「豊臣
秀頼、淀殿ら自刃の地」の碑

「大阪くらしの今昔館」でも企画
展示室にて「大工棟梁中井大和
守がみた大坂の陣～方広寺鐘銘
事件から大坂落城まで～」（11
月23日（日・祝）～12月21日
（日））を開催予定です。

中之島に建つ木村重成表忠碑は残
念石で作られたもの。かつて、中之島
にあった豊國神社の中に建てられた
が、神社が大阪城内に遷座したため
石碑だけが残ったもの

大坂冬の陣で徳川家康が本陣をおき、夏の陣で真田幸村が陣をしいた茶臼山

大坂冬の陣で最大の合戦となった鴫
野・今福の戦いを顕彰した「鴫野古戦
場碑」（大阪市城東区）

心眼寺の門の脇にある「真田幸村出丸城跡」
の碑（大阪市天王寺区）

大阪ドーンセンター北側に残る豊臣時代の大坂城三
の丸の石垣

日本経済新聞社
南側にある石垣は
大坂城再築の際
の旧大和川護岸
用の石垣を移築し
たもの

大阪城天守閣館長
北川 央さん

講談師
旭堂 南海さん

秀頼と豊臣家を再評価し、
従来の歴史認識を問い直す

語り継がれた講談「難波戦記」の
心意気を伝えたい

太閤秀吉が残した財産が
その後の大阪繁栄の基盤

住むまち
大阪 scene 48

ちょうど400年前にあった戦国時代最後の大合戦「大坂の陣」。豊臣と徳川の戦いは
慶長19年の「大坂冬の陣」の後、翌慶長20年の「大坂夏の陣」で豊臣家は滅亡しました。
現在の大阪城周辺はもとより、市内外各所で繰り広げられた壮絶な「大坂の陣」。振り
返ってみれば、まちと人の足跡が改めて見えてくるようです。

400年前の「大坂の陣」が
物語る人とまちの足跡
400年前の「大坂の陣」が
物語る人とまちの足跡

定年退職後に研修を受けて大阪観光ボランティア
ガイド協会の一員となり、大阪城を中心にガイドを続け
て約10年になる白井正顕さん。外国人観光客が増え
る中、英語でも対応しているそうです。「ガイドはお客さ
んの感動を手助けするのが役目。そのために本を読
み、講座にも行き、いつでも勉強して自分の頭の中の

情報を増やしています。それもまた面白く、ボランティアガイドは楽しんで
やらないと務まらない」。中でも主なガイドの場となる「大阪城は奥が深
い」と実感し、日本一の高石垣や巨石を誇らしく思い、歴史の経緯など
説明するのは「めちゃくちゃ楽しい」と言います。
一方、大坂の陣については「勝ってほしかった。なぜ負けたのか。外堀

まで埋められて一言で言
えば、くやしい」と残念が
る白井さん。ですが、「大
坂の陣で徳川についた武将も含めて、一人の人間の生きざまや哲学
が浮き彫りにされます。なぜ、真田幸村は人気があるのか。死ぬのを覚
悟して死にに行ってる。時代にさからって武士の矜持を通し、家康の首
を狙って茶臼山で陣をはるのはできないこと。そういう意地や誇り、反骨
に共感しますし、共感できなければボランティアガイドはできません」。
そんなガイドのごほうびは「お客さんに、すごく勉強になった、ガイドさん
ありがとうございますと言ってもらえること。疲れが吹き飛びます。何もの
にも代え難い喜びだし、生き甲斐になっているんです」。

奥深い大阪城の魅力をガイドして感動を手助け

「大坂夏の陣」で真田幸村が陣をし
いた茶臼山も近い天王寺区逢阪にあ
る安居神社。この境内に「真田幸村戦
死跡之碑」の石碑と幸村像がありま
す。慶長20年5月、幸村が亡くなった
のがここ。「大坂の陣での幸村の功績
を讃えて、亡くなったこの地で慰霊祭と
して『幸村祭』を戦前から行ってきまし
た」と宮司の中島一熈さん。戦争中を
のぞいて、毎年命日の5月7日（または5
月5日）に合わせて開催。武将ブームも
あり、ここ数年、女性や若い人の参詣
が増えているとか。御祭神は少彦名神
と菅原道真で、上方落語「天神山」で
もおなじみの神社ですが「幸村ゆかりの地というので来られ、来てから
天神さんのことも知ってもらう感じです」と微笑む中島さん。
「真田幸村は豊臣家のために戦った。大坂の陣が始まって豊臣の
お世話になった恩返しをしようと義を通した。負ける戦いではなく、あきら

めない気持ちで戦ったのではないでしょ
うか。その強い気持ちや意志に憧れま
す」。幸村関連の本もたくさん読み「遠
い昔のようで、身近な感じもする」と語
り、年一回の「幸村祭」は「どこにもない
祭ができるのはうれしく、お世話
させていただけるのはありがた
いこと」と感慨深げ。「ここは戦
場になった所です。真田
幸村をはじめ大坂方も
徳川方も下級武士らが
命と生活をかけて戦っ
た。大坂の陣で亡くなっ
た多くの御霊をおまつり

したい気持ちで神事にのぞんでいます」。中島さんの祈
りによって、400年前に命を落した名もなき兵士らの慰
霊祭にもなっている「幸村祭」です。

白井 正顕さん

安居神社にある真田幸村像と宮司の中島一熈さん

境内の幸村像の横に建つ「真田幸村戦死跡之碑」

極楽橋から見た大阪城

名将戦死の地で行う「幸村祭」は大坂の陣の慰霊祭 安居神社宮司・中島 一熈さん

なん

えんしょく

やり ずり よろい

ば せん き

み たま
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住 ま い の 基 礎 知 識　58　

表１ 定年で変わる支出

■定年によって不要・減少する支出（例）
・住宅ローン（完済後）
・会社員としての交際費や食費
・スーツやネクタイなど仕事着
・子どもの教育・扶養費（独立後）
・厚生年金保険料・雇用保険料
■定年によって発生・増加する支出（例）
・地域での活動費
・趣味や生きがいのための費用
・国民健康保険料
・医療費や介護費の負担（病気や介護の時）

1

2
3

4

4回連載

「シニアライフを予習する」
第2回 シニアライフの資金計画

定年後の収入は主に「年金」「貯蓄」「資産運用」の３つから成
ります。受給できる年金の額は、現役時代の収入や年金の種類
によって異なります。現在、厚生年金の毎月の受給額は平均14
万8422円で、男子平均が16万9769円、女子が10万2308円
と格差があり、国民年金だけの受給者はさらに大きく下がります
（厚生労働省「平成24年度厚生年金保険・国民年金事業の概
況」より）。
公益財団法人生命保険文化センターが行った意識調査による

と、夫婦２人で老後生活を送る上で必要と考える最低日常生活費
は月額平均22.0万円、ゆとりある老後生活費は平均35.4万円。
年金だけでは生活費が不足し、貯蓄を取り崩す人は少なくありませ
ん。ゆとりある老後なんてとても…と思うかもしれませんが、どんな暮
らしをしたいか、何をゆとりと考えるかは人によって異なります。
「お金の算段よりまずは定年後の夢や希望を描き、家族と話し
合い、心の準備から始めて」と平井さんは話します。定年後も働く
のか、どこに暮らすのか、どんな暮らしを望むか、何を生きがいにし
たいのか…。生きがいといっても「自己実現」「社会貢献」「生涯
学習」など千差万別、夫婦でも異なるはずです。夫婦で定年後へ
のスタンスが違うなら、調整するのに時間がかかります。
定年後のキャッシュフロー表には、まず実現したい夢や希望を
描き、それに必要な費用を考え、現在の生活費を参考にしながら
支出を見通し、なるべく早くから貯蓄を増やしていきましょう。

健康寿命は現在、「男性70.42歳、女性73.62歳」。定年が
延長される中で健康と気力を維持していれば収入を得る道はあ
ります。
会社で長く働く、現役時代のスキルを生かして転職や独立開業

をする、子どもの手が離れたのを機に再就職やアルバイトを始め
る、趣味があるなら定年後にそれで収入を得られるまで腕を磨いて
おく…など50代から準備を始めていけば、将来の世帯収入を増や
す方法につながります。不動産や金融資産の運用もその一つ。
また50代の頃は、親の介護や相続、財産の贈与や処分など
複雑な課題も発生しがち。兄弟姉妹と話し合い、相続に強い専
門家（税理士、ファイナンシャル・プランナー他）に相談をして早
めに課題を整理しましょう。

今の家に住み続けるか、改築して住みやすくするか、利便性の
高いところへ住み替えるか、社宅に住んでいる人は定年後どんな
家に住むか、故郷に帰るか、海外に住むか、老人ホームなどに入
るか…。どんな住宅を想定するかで必要なお金も変わります。
50代頃には定年が見通せるはずですが、教育費がピークを迎

えている、住宅ローンの返済も続いている、役職定年等で収入が
減ってくる…など、毎日の生活が大変なためにじっくり定年後を考
える余裕がないかもしれません。せめて定年までに住宅ローンを完
済する算段をつけ、次の住宅をどうするか考え始めましょう。
たいていの世帯で、子どもが高校・大学に行っている頃が住ま
いも家財も最大規模です。将来、夫婦2人や一人暮らしになった
時には、それほど大きな家も家財も必要ではなくなります。最大規
模の暮らしを小さくするのは難しいですが、子どもが独立する時や
定年はチャンス。これからの暮らしに何が必要で何が不要か、無
駄はないか、思い出に縛られていないか、子どもの不要な荷物を
預かっていないかなどを検証し、少しずつ住まいと暮らしをダウン
サイジングしていきましょう。

現役時代と定年後では、支出が変わりますが（表１）、食費や光
熱費、住居費、生命保険料などは定年にかかわらず必要です。携
帯電話やパソコンの普及、家電の増加で、通信費や光熱費はふ
くらみがちです。定年後は特に無駄遣いを省き、合理的に節約し
ましょう。子どもにかかるお金もいつまでも親が肩代わりせず、働け
るようになったら子どもに負担してもらいます。子どもが独立したら
死亡保障を減らすなど生命保険も見直します。節約できた分は貯
蓄に回します。　
若い時から子ども

にも金銭教育をして、
「親のシニアライフ」
は家族のテーマの一
つとして話し合うのも
いいでしょう。お金の
面では丸腰で定年を
迎えないよう、知恵を
尽くしていきましょう。

●「何をしたいか」がキャッシュフローの鍵 ●住まいと暮らしのダウンサイジング

●支出の質を見直す

●収入を得る術は50代から準備

「60歳から80歳の20年間に使える自由時間は約10万時間。20歳から60歳までの40年間の労働時間とほぼ同じ」と

話すのは、ファイナンシャル・プランナーの平井寛さん。寿命が延び、定年後の暮らしも長く続きます。現役時代より

収入が減る中で、病気や介護の心配もあります。お金の面からも早めにシニアライフの予習を始めましょう。

（協力：平井寛氏 ファイナンシャル・プランナーCFP®）

（次回予告「4回連載 シニアライフを予習する」 第3回 相続と贈与について考える）

くらしの
今昔館

大阪

新世界のシンボルである通天閣。
皆さんは登ったことがあるでしょうか？
現在の通天閣は1956年（昭和31年）
に建設された2代目です。100年余り
親しまれてきた建物がこの度「免震改
修工事」を実施すると報道発表があ
りました（通天閣「NEX210（ツーテン）」プロ
ジェクト）。これに伴い、初代通天閣の天井
に描かれていた天井画も復刻されることと
なりました。さて、通天閣の天井画とはどのよ
うなものだったのでしょうか。
初代通天閣が建設された当初の1912年

（明治45年）、通天閣を中心に周囲には「ル
ナパーク」という遊園地が広がっていまし
た。この開業当初の模型を大阪くらしの今
昔館では常設展示しています。通天閣の塔
脚部分は当時の資料によると、優美で壮大
なアーチ型の構造の上に天井画も施され、
訪れた人の目を驚かせていたそうです。
当館の模型では天井部は来館者から見

えない角度にあります。先のニュースを受け
て、どのように再現しているか確かめてみよ
うと模型の中に入り、天井部分を撮影しまし
た。そこにはたしかに植物・花と孔雀が描か
れていましたが、当時の写真と比べると細
密に再現したものではありません。通天閣を
再現するにあたっては、「大阪新名所新世
界寫眞帖」に掲載されている写真等を参考
にしました。写真から構造や図柄は概ねわ
かりますが、色がどのようなものであったか
の検証は難航しました（詳細は「大阪市立
住まいのミュージアム研究紀要第一号」をご
覧ください）。
天井画の写真には花と植物、孔雀などが

優美に描かれ、その間に「クラブ洗粉」「クラ
ブ化粧水」「クラブ歯磨」「クラブ白粉」の文
字が放射線状に配置されており、化粧品
メーカー「中山太陽堂（現在のクラブコスメ
チックス）」の広告であることがわかります。
クラブコスメチックスは大阪を代表する化
粧品会社のひとつであり、年1回、所蔵資料
をお披露目する企画展を開催されていま
す。当館では平成26年7月～8月の企画展
「浪漫図案―明治・大正・昭和の商業デザ
イン―」の開催にあたって、文化資料室から
当時の商品広告ポスターや化粧品パッケー
ジを21点を借用して展示し、好評を博しまし
た。今回の通天閣の天井画も同社が復刻
し、寄贈する計画を発表されています。約
18m四方の絢爛な天井画の復刻が加わる
のを楽しみに待ちたいと思います。そして通
天閣とルナパークの当初の様子をご覧にな
りたい時は、大阪くらしの今昔館へどうぞお
越しください。
（大阪くらしの今昔館 学芸員 服部 麻衣）

n e w sn e w sn e w s
volume . 53
平　成　26　年　10　月

よ
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え
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閣
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画

通天閣とルナパークの模型（当館常設展示室）

通天閣の天井（『大阪新名所新世界寫眞帖』より）

当館模型の天井画
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修理前

修理後

修理前

修理後

■絵具剥落

■皺

平成23年7月に重要文化財の指定を受けた「中井家関係
資料」（5195点）は、現在、大阪くらしの今昔館に寄託され、収
蔵庫で厳重に保管されています。同資料の中核を占める絵
図・指図は、江戸時代に制作されたもので、中には400年近く
経つものもあり、劣化が進行しています。そこで、平成25年度
から27年度の３ヵ年をかけて、国庫補助事業による保存修理
を行うことになりました。同資料は、絵図・指図だけで649点あり
ますが、その中から緊急性の高い、39鋪5枚1帖、3組2巻2幅を
選び、順次、保存修理を予定しています。平成25年度は、住友
財団の助成も受け、絵図・指図7鋪１帖、巻子装2巻の修理を
実施しました。
一般に、文化財の修理においては、「現状維持」を原則とし、
可能な限り過剰な処置を行わず、オリジナルの保存に努めて
います。また使用する材料については、原材料・製造工程が明
らかなものを用い、将来の再修理の際には分離・除去が可能
な材料・工程を踏んでいます。中井家関係資料の修理は、この
原則に基づいて、文化庁美術学芸課（歴史資料部門）の指導
監督の下で、資料管理者である大阪くらしの今昔館とも協議
を行い、選定保存技術保存団体である国宝修理装こう師連
盟所属の坂田墨珠堂（滋賀県大津市小野）が修理を実施し
ました。

修理対象資料は、平成25年5月31日に今昔館の収蔵庫から
坂田墨珠堂に移され、修理作業が始まりました。8月14日に所
有者の中井正知氏、監督官庁から文化庁主任調査官の岡部
幹彦氏と調査官の地主智彦氏、管理者から今昔館館長の谷
直樹が坂田墨珠堂に出向き、資料調査と修理方針の協議を
行いました。その後、紙の素材や添加物の有無、彩色の状態、
損傷の状態などを調査して、微塵や虫糞などを除去し、さらに
剥落止めを施して水溶性の汚れを取り除きました。併行して本
紙の繊維組成試験によって繊維種を同定し、補修紙を作製し
ました。今回の資料は、楮紙、雁皮紙、間似合紙など、多様な
紙が用いられたことが判明しました。

修理の工程は、欠失部の補てん、継ぎ箇所の点検と糊挿
し、裏打、乾燥（フラットニング）などを順次行いました。まず、本
紙の欠失部に合わせて補修紙を整形し、小麦澱粉糊を用い
て補てんします。大きな絵図では、糊が剥がれたものや図様が
ずれたものがあったので、ずれを直して小麦澱粉糊で再接着
しました。絵図・指図などは裏打がない場合が多いのですが、

文化庁との協議で必要と判断されたものは、楮紙による裏打を
施しました。裏打を施した本紙については湿りを与えて全体を
伸ばした後、周囲のみを糊で固定して乾燥させました。裏打の
ない本紙は湿りを与えて伸ばした後、吸水紙ではさんで全体
に均一の荷重をかけ、乾燥させました。こうすることで乾燥と同
時に本紙全体を平らにすることができます。
2月28日に文化庁と今昔館による最終の現地見分があり、仕
上げと収納の方針を確認しました。中井家関係資料の絵図・
指図類は、数mを超える大きなものでも、30cm四方程度に細
かく折りたたまれて保存されてきました。このため、折れ山、とく
に縦と横の折れが交差する箇所に損傷が発生しがちなので、
伝来の形態や収納場所、取り扱いの危険性などを踏まえて折
りたたみを決定しました。今回は、本紙への負担を減らすため
にできる限り折りの回数を減らす方針とし、最大で畳1枚程の
寸法としました。収納については、折りたたみの寸法が著しく大
きくなることから、新たな収納容器を作製することになり、保存
性や取扱いの容易さなどを考慮して、資料保存用の中性紙
ボードを用いた保存容器を作製しました。これに対応して、今
昔館では収蔵庫の中に保存用の棚を新たに造り付け、3月25
日に修理資料の返却を受け、無事、収蔵棚に収納することが
できました。

「二条御二之丸」〈貼絵図（白描）〉
今回の修理では最大の絵図です。台紙に、二条城二之丸
御殿の図が貼紙で示されています。虫損の補てん、貼紙の糊
離れ箇所への糊挿しを行いました。

「江戸御天守（一）」〈書絵図（白描）〉
「江戸御天守（二）」〈書絵図（白描）〉
この絵図は、製作時に塗布されたドーサ（にじみ止め）によっ
て本紙料紙が酸化劣化したと見られ、本紙が硬化し脆くなっ
ていました。本紙のみでは現状の形を維持するのは困難であ
ると判断し、楮紙による裏打を施しました。

「洛東清水寺惣絵図」〈書絵図（彩色）〉
楮紙を貼りついだ大画面に、清水寺の境内が鮮やかな彩
色で描かれています。表紙と裏表紙が付けられ、小さく折りた
たまれていたことから、絵具層に剥離・剥落が見られました。そ
こで、膠水溶液を塗布することで、絵具の膠着力を回復させま
した。また、厚く硬い旧裏打紙を、薄くしなやかな楮紙に打ち替
えることで、折りたたみの負担を軽減させました。

「知恩院絵図」〈書絵図（彩色）〉
間似合紙（土入りの雁皮紙）を貼りついだ大画面に、知恩院

の境内が彩色を用いて描かれています。他の処置概要は「洛
東清水寺惣絵図」と同様にしました。

「方広寺大仏殿諸建物　三十三間堂
建地割図」〈巻子装〉
薄い雁皮紙を貼りついだ本紙に、厚手の楮紙が1層裏打さ

れていました。厚く硬い裏打紙が、巻き癖や折れの原因となって
いたため、薄くしなやかな楮紙である美濃紙、美栖紙、胡粉入り
美濃紙の３種の裏打紙を用いて裏打を施しました。

「寛文九己酉年御修造北野天満天神御社
立地割　社堂間数目録共」〈巻子装〉
厚手の雁皮紙を貼りついであり、虫損・折れ・亀裂が見られ

ました。虫損部分には雁皮・楮の混合紙を補てんし、折れや亀
裂部分には細く切った楮紙を裏面から貼り付け、補強しました。

今年、平成26年は、大坂冬の陣400年に当たります。重要文
化財「中井家関係資料」には、大坂冬の陣に関わる多数の資
料が含まれています。そこで、11月23日から12月21日まで、特別
展「大工棟梁 中井大和守がみた大坂の陣―方広寺鐘銘事
件から大坂落城まで―」を開催します。今回修理した方広寺
大仏殿の建地割図などを公開します。また、来春は大坂夏の
陣400年に当たるので、4月から5月にかけて特別展「天下人の
城―城大工・中井大和守の仕事―」（仮称）を予定していま
す。ここでは修理後の江戸城や二条城の絵図を公開します。
2つの特別展にご期待ください。

（坂田墨珠堂修復部課長 堀田 圭吾）

（大阪くらしの今昔館館長 谷 直樹）

料紙の継直し

製し
な

料紙の継直し料紙の継直し

裏打
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所
部

裏打裏打

絵具の剥落止め

し、
て
明
能
の

絵具の剥落止め絵具の剥落止め

修理の概要

平成25年度修理の特徴

修理の経過

1

2

6

5

3

4こうぞ がん ぴ ま に あい

こ むぎ でん ぷん のり

ご ふんみ す

しわ

重要文化財
「中井家関係資料」絵図・指図の

修理と収納
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〒530‐0041 大阪市北区天神橋6丁目4‐20（住まい情報センター8階受付）　　 06‐6242‐1170　　   06‐6354‐8601　　   http://konjyakukan.com/

開館時間 10：00～17：00（入館は16：30まで）

休 館 日

火曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日（日曜日、月曜日の場合を除く）、
第3月曜日（祝日、振替休日の場合はその週の水曜日）、年末年始

入 館 料

一　般 600円／団体 500円（20人以上）
高・大生 300円／団体 200円（20人以上）
※中学生以下、障がい者手帳を持参の方、市内在住の65歳以上無料（要証明書提示）
※企画展示の観覧料は別途必要です。

交通機関
●地下鉄谷町線・堺筋線、阪急電鉄「天神橋筋六丁目」駅3号出口より直結
●JR大阪環状線「天満」駅から北へ徒歩7分

TEL FAX URL

10月～12月の
休館日

10／7、14、20、21、28、11／4、11、17、18、25
12／2、9、15、16、24、29～2015年1／2

9階 なにわ町家の歳時記
江戸時代の大坂の町並みを実物大で再現。
大通りには、風呂屋や本屋、薬屋などが並び、
ひときわ高い火の見櫓も。路地を抜けると裏長
屋の庶民の生活をかいま見ることもできます。

8階 モダン大阪
パノラマ遊覧

近代大阪の代表的な
住まいと暮らしを模型
や資料で再現。

充実した常設展示や楽しいイベントまで、
盛りだくさんな内容でお楽しみください。
※観覧料が必要です。日程等予告なく変更することがあります。事前にお確かめください。
※定員があるイベントは8階受付で整理券を発行します。
※関西文化の日 11月15日（土）・16日（日）今昔館の入館料が無料になります。
※年末年始の休館日 平成26年12月29日（月）～平成27年1月2日（金）

●開催日: お茶会と同日
●時 間: 14:30～15:00　

今昔語り

おじゃみ（お手玉）を
作ってみよう

●開催日: 偶数月 第3土曜日
●時 間: ①13:30 ②14:30
●材料費: 100円
●定 員: 各回20名（当日先着順）

●観覧料が必要です。費用の記述のないものは参加無料です。
●茶果代・材料費は、当日お支払いください。
●当日先着順の場合は、10時～８階インフォメーションにて整

理券を販売（配布）します。
●日程等、予告なく変更になる場合がありますので予めご了承
ください。

ご
案
内

●開催日: 毎月 第4日曜日
●時 間: 14:30～15:00　

絵本で楽しい時間

●開催日: 毎月 第2日曜日
●時 間: 14:00～16:00　

●開催日: 毎月 第1・3日曜日
●時 間: 13:00～16:00　

町の解説 

●開催日: 日曜祝日適時　

南京玉すだれ　　

●開催日: 日曜適時 

紙しばい

●ワークショップ

■商家の賑わい　
平成26年 9月7日（日）～
　　　平成27年 4月5日（日）

●常 設 展

■誓文払い
平成26年 11月8日（土）～
　　　          11月16日（日）

■季節のしつらい
●襖の展示
平成26年 10月25日（土）～
　　　          11月3日（月・祝）

江戸時代へタイムスリップ! 大坂の町家で落語を聞いてみませんか。
●時 間: 14:00～15:00

●イベント
町家寄席―落語

大坂の陣400年にちな
んで、武将ではなく、大
工棟梁の眼で見た「大
坂の陣」を再現します。
有名な豊臣時代大坂
城絵図、大坂の陣の発
端となった方広寺大仏
殿の絵図、冬の陣配陣
図や、大坂方と徳川方の名だたる武将から中井大和守に
宛てられた書状など、重要文化財「中井家関係資料」に
よって、刻 と々進展する戦況をリアルに展示します。
●観覧料: 特別展のみ300円
●主 催: 大阪くらしの今昔館（大阪市立住まいのミュージアム）

●特 別 展

会期: 平成26年 11月23日（日・祝）～12月21日（日）

「大工棟梁 中井大和守がみた大坂の陣
―方広寺鐘銘事件から大坂落城まで―」

●時 間: 13：30～15：30
●定 員: 50名（当日先着順）
●茶菓代: 300円
　（8階ミュージアムショップにて
　 お茶券を販売）

●協 力: 大阪市役所茶道部

町家でお茶会 10月19日（日）、11月9日（日）

津軽三味線
10月26日（日） 
●時 間: 14:00～15:00
●出 演: 和楽器ユニット響喜

楽市町家
11月15日（土）・16日（日）  
●時 間: 10:00～16:00
※ぜんざいもあります
（100円/1杯、なくなり次第終了）

上方の華と粋-座敷舞　
10月5日（日） 
●時 間: 14:00～15:00
●演目・出演:
（舞）「八千代獅子」山村若　之、舞「山村舞」山村若清女、
　    舞「菊の露」山村若祿恵、舞「四つの袖」山村若女
（地方）井上満智子、松島弘美、大濱邦子、本沢美智子

Copyright:Kyogoku Hiroshi

時

Copyright:Kyogoku HiroshiCopyright:Kyogoku Hiroshi
和風マグネット
10月11日（土）
●時 間: 13：30～15：00
●材料費: 300円
●定 員: 15名（当日先着順）
　

千代紙ろうそく
10月25日（土）
●時 間: 13：30～15：00
●材料費: 400円
●定 員: 15名（当日先着順）
　

石臼体験 11月22日（土）
●時 間: 13：30～15：00　●材料費: 100円
●定 員: 人数制限なし
　

はたき作り
12月13日（土）
●時 間: 13：30～15：00 
●材料費: 300円
●定 員: 15名（当日先着順）
　

すだれ作り 11月8日（土）
●時 間: 13：30～15：00　●材料費: 200円
●定 員: 15名（当日先着順）
　

お正月用箸袋を作ろう 12月27日（土）
●時 間: 13：30～15：00　●材料費: 200円
●定 員: 15名（当日先着順）
　

町家の餅つき 12月14日（日）

折り紙で遊ぼう!
折り紙を折ろう

●開催日: 奇数月 第3日曜日
●時 間: 14:00～15:30

鶴のつなぎ折り

商家の賑わい

●茶菓
（8階ミ
お茶券

●協 力

津軽
月
間
演

商家の賑わい商家の賑わい

10月18日（土）  出演: 桂 出丸 他

12月 7日（日） 出演: らくてん会

11月08日（土） 出演: 桂 出丸 他

桂 出丸

今昔亭にて開催された子ども
落語大会の上位入賞者が繁
昌亭の大舞台に立ちます！
●時 間: 10:00～12:00
●開催場所: 天満天神
繁昌亭（大阪市北区天神橋2-1-34 地下鉄谷町線・堺筋線「南森町」駅
徒歩3分、JR東西線「大阪天満宮」駅徒歩3分）    ●入場料: 無料

第9回 子ども落語大会（於:天満天神繁昌亭）
10月12日（日） 

●時 間: ①13：00 ②15：00
●場 所: 住まい情報センター研修室5階
●有料
●定 員: 各回15名（当日先着順） 定員に達し次第締切ります。
●申込方法: 往復はがきに以下の必要事項をご記入の上
お申し込みください。郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、
電話番号、性別、年齢、参加希望時間（①・②）

●申込期間: 10月1日（水）～31日（金）
※椅子に座ってのワークショップとなります。

にぎやかな年末行事のひとつです。
●時 間: ①13：30 ②14：30
●参加費: 無料
●定 員: 各回20名（当日先着順）
●対 象: 中学生以下

香道（練香をつくります）　　
11月23日（日・祝）

事前
申込

襖の展示 ●出 演

津軽
10月
●時 間
●出 演襖の展示襖の展示

誓文払い

みた大坂の陣

市
11月
●時 間
※ぜん
（100円

楽市
11月

誓文払い誓文払い

方広寺大仏殿絵図
（重要文化財/中井正知・正純氏蔵）

ホール・研修室・企画展示室
大阪市立住まい情報センター TEL 06-6242-1160

イベントのお申し込み・お問い合わせは

※10月～12月の休館日は本誌裏面をご参照ください。
※大阪くらしの今昔館と休館日が異なります（左のページをご参照ください）。

〒530‐0041 大阪市北区天神橋6丁目4‐20
住まい情報センター4F 住情報プラザ
　　06-6242-1160　　   06-6354-8601
　　http://www.sumai.city.osaka.jp/
■開館時間 平日・土曜 9:00～19:00／日曜・祝日 10:00～17:00
■休 館 日 火曜日（祝日の場合は翌日）、
 祝日の翌日（日曜日、月曜日の場合を除く）
 年末年始（12月29日～2015年1月3日）

TEL

URL

FAX

ホール・研修室・企画展示室の貸し出しをしています

住まいに関するさまざまな催しを開催している
住まい情報センターのホールや研修室、そして
大阪くらしの今昔館企画展示室。講演会や
サークル活動など多目的にご利用いただけます。 3階ホール

企画展示室

■お問い合わせ・ご予約

「高齢期の住まいと暮らし」
～生前整理・住みかえ・エンディングノート・遺言・相続～

■タイアップまつり

住まい情報センター
タイアップイベント2

住まい情報センターと住まい・まちづくりの専門家
団体等が共催するセミナー・イベントです。

下記の申込先へお申し込みください（特
記以外参加費は無料、要事前申し込み。
先着順の場合は、定員になり次第締切。
抽選の場合は、締切後も定員に満たない
場合は引き続き募集します）。

住まい情報センター
主催イベント1

住まい情報センターが主催するセミナー・イベントです。

●日 時: 10月25日（土）   13:30～17:00
●会 場: ３階ホール
●講 師: 米沢 なな子（高齢者住宅情報センター センター長）ほか
●定 員: セミナー、ワークショップなど講座によって異なりますので
             お問い合わせください。定員に達し次第締切ります。
●個別相談会: 複数の相談がありますのでお問い合わせください。
 同時開催 「高齢期の住まいと暮らし」パネル展（詳しくはP13参照）

「酒の文化史」
■タイアップ＋セミナー

●日 時: 12月6日（土）   14:00～16:30
●会 場: ３階ホール
●講 師: 谷口 義介（摂南大学外国語学部元教授）ほか
●定 員: 150名（先着順）
●団 体: 摂南大学外国語学部
 同時開催 「酒の文化史」パネル展

「家の間取りの立体模型を作ろう！」
■タイアップセミナー

●日 時: 12月13日（土）   10:00～15:00（昼食休憩を含む）
●会 場: ３階ホール
●講 師: 岩崎 亮平（建築家・こども建築ワークショップ代表）
●定 員: 30名（申込多数の場合は抽選）
※小学4 年生～中学3 年生対象・小学生は保護者同伴
●申込締切: 11月29日（土） ●参加費: 500円（参加者一人につき）
●団 体: こども建築ワークショップ

「マンション管理の基礎知識 基礎講座＆相談会」
■大阪市マンション管理支援機構セミナー

10月26日（日） 「相談会」
●時 間: 13：00～16：00 ●会 場: 4階住情報プラザ
●定 員: 12組（法律6組・管理一般3組・技術3組）
●申込締切: 10月15日（水）
11月1日（土）、9日（日）、15日（土） 「基礎講座」
●時 間: 13：30～16：30 ●会 場: ３階ホール
●定 員: 100名（先着順）
●団 体: 大阪市マンション管理支援機構（06-4801-8232）

「タイムスリップ！ 見直してみよう、今のあなたのエネ・ライフ!」
～無駄にしてませんか? あなたのお家のエネルギー～

■共催セミナー

●日 時: 2015年1月31日（土）   13：30～16：00
●会 場: 5階研修室、大阪くらしの今昔館
●講 師: 花田 眞理子（大阪産業大学教授）
●定 員: 50名（申込多数の場合抽選）
●申込締切: 2015年1月13日（火）
●団 体: （一財）環境事業協会

「多い空家 住んでいない「家」を
               売るための準備と注意点」

■タイアップセミナー

●日 時: 11月22日（土）   13：30～15：30　
●会 場: ３階ホール
●講 師: 竹内 啓、川端 良彦

（（一社）大阪府宅地建物取引業協会
研修学院委員会認定インストラクター）

●定 員: 100名（先着順）
●個別相談会: 定員5組（１組30分）
●団 体: （一社）大阪府宅地建物取引業協会

（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部

「がまんせず、楽しく暮らせる
               健康的な住まいと住まい方」

■タイアップセミナー

●日 時: 11月29日（土）   13：30～16：00　
●会 場: ３階ホール
●講 師: 岩前 　篤（近畿大学教授）

久保 博子（奈良女子大学准教授）
太田 周彰（大阪エコリフォーム普及促進地域協議会）

●定 員: 100名（先着順）
●団 体: 空気調和・衛生工学会省エネルギー委員会住宅指針検討小委員会

大阪エコリフォーム普及促進地域協議会　

「おひとりさま（いずれおひとりさま）幸齢学セミナー
“マネープランから考える、老後の住まいの選び方”」
●日 時: 12月4日（木）   13：30～16：00　
●会 場: ３階ホール
●ファシリテーター: 殿村 美知子（プランナー・終活カウンセラー）

井川 京子（高齢社会検定認定者・終活カウンセラー）
●定 員: 50名（申込多数の場合抽選）　●申込締切: 11月20日（木）
●団 体: ＮＩＳ 第3の人生

その他
住まい関連イベント3

申込方法は各主催者へお尋ねください。

①10月12日（日） 「古地図に描かれた都市・大坂」
②11月23日（日・祝） 「『大阪市パノラマ地図』からみた大大阪の都市景観」
③12月14日（日） 「大阪古地図にみる川と道と街の暮らし」
●時 間: 14:00～15:30　●会 場: ３階ホール
●講 師: ①大場 茂明（大阪市立大学文学研究科教授）
 ②新谷 昭夫（大阪くらしの今昔館特別研究員）
 ③本渡 　章（作家）
●定 員: 各100名（先着順）

［特別企画］古地図で歩く大阪
～東横堀川と道頓堀川の橋 を々たどる～
●日 時: 2015年1月17日（土）   13:30～16:30
●場 所: 大阪市中央区
●案内人: 西俣 稔（大阪案内人）
●定 員: 30名（申込多数の場合は抽選）
※住まいの大阪学【3回連続講座】に
   すべてご参加いただいた方を優先に
   抽選します。
●申込締切: 12月14日（日）
●参加費: 1,080円（古地図代）

「古地図でめぐる大阪」～古地図からみる大阪人のくらし～
■住まいの大阪学 3回連続講座

①12月07日（日） 「部屋探しから契約までのチェックポイント」
②12月20日（土） 「引っ越し準備から退去・入居まで」
●時 間: 14:00～16:00
●会 場: ３階ホール
●講 師: ①鶴見 佳子（住宅ジャーナリスト）
 ②篠田　 誠（大阪市消費者センター）
●定 員: 各100名（先着順） 

必勝！ 引っ越し術！
■住まいのなるほどセミナー

●日 時: 11月24日（月・祝）   14：00～16：00
●会 場: ３階ホール
●講 師: 大阪府警本部 府民安全対策課担当
●定 員: 100名（先着順）

住まいの防犯
■住まいのなるほどセミナー

2回連続講座

まち歩き

「縁chanté・歴史あるレトロなまちと人をつなぐ」
～からほりからはじめまして・出会いの路地まちあるき～

■まち歩き

●日 時: 10月18日（土） 
          13：30～16：30
●場 所: 空堀界隈
●定 員: 40名（申込多数の場合は抽選）
●申込締切: 10月4日（金）
●参加費: 2,000円（お一人につき）

en

「あなたを素敵にさせるクローゼット収納術」
～似合う服・色を知る！ 無駄使いしないセンスアップクローゼット～

■住まいCOLLEGE

●日 時: 10月26日（日）   14：00～16：00
●会 場: ３階ホール
●講 師: 金城 貞美（整理収納アドバイザー、（一社）モノコミュ研究所）
●定 員: 150名（先着順） ●参加費: 500円（配布資料あります）

「帰りたくなる家」～若手建築士とつくる理想の住まいづくり～
■家づくりシミュレーション【1回完結講座 2回連続参加も歓迎】

●日 時: ①11月8日（土）   ②12月6日（土）
          13：30～17：00
●会 場: 5階研修室
●講 師: （公社）大阪府建築士会 青年分科会
●定 員: 35名（先着順）

ブックトークサロン
「江戸時代後期の大坂―『銀二貫』と大阪天満宮―」

■住まいのライブラリーイベント ■タイアップセミナー

大阪くらしの今昔館見学付き

●日 時: 11月3日（月・祝）   14：00～16：00
●会 場: ３階ホール
●講 師: 近江 晴子（大阪天満宮文化研究所研究員）
●定 員: 100名（先着順）
 同時開催 リサイクルブックフェア（詳しくはP13参照）

1 主催イベント、     タイアップイベントの
参加申し込み方法

2

●下記ホームページから参加申し込みができます。

●携帯電話からも参加申し込みができます。
●ホームページ・携帯電話での申し込みは開催日の約

2ヵ月前からになります。
●ハガキまたはファックスでも参加申し込みができます。

記入事項を明記し、下記の住所、ファックス番号へお
申し込みください。

●お申し込みにあたっていただいた個人情報は、主催者（大阪市立住まい
情報センター、共催団体）が保管し、利用状況統計基礎データおよび今
後のイベントのお知らせ等に利用させていただく場合があります。

●先着順セミナーで手話希望の申込締切は開催2週間前です。
【注意】平成25年度より、一部のイベントを除き、参加証の発送はありませ
ん。「先着順」のイベントにお申し込みいただいた場合は、イベント開催当
日、直接会場にお越しください。「抽選」の場合に限り、ハガキかEメールで
当否をお知らせします。

記入事項: イベント名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、参加希望日、電話
番号、手話希望の有無、個別相談希望の有無

住まい・まちづくり・ネット

▲

http://www.sumai-machi-net.com/
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※住宅取得にかかる契約の締結日により、申込条件及び利子補給額が変わります。

条
件

身体障がい者
手帳

精神障がい者
保健福祉手帳

療育手帳
(認定カード含む) 戦傷病者手帳住宅の種類

単身用
世帯用（注）

特別設計住宅
ケア付住宅（※）（注）

上記のとおり
居住者が居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができること。

１級～４級
１～３級
１・２級

Ａ，Ｂ１，Ｂ２
Ａ，Ｂ１

恩給法別表の特別項
症～第６項症、又は
第１款症

 公的賃貸住宅を借りたい方へ
市営住宅テレホンサービス（テープ） TEL 6263-2601

市営住宅（公営住宅）
住宅に困っておられる所得の低い方々向けの賃貸住宅です。
●定期募集
 募集時期 7月募集： 平成26年7月3日（木）～7月16日（水）［終了］
  2月募集： 平成27年2月4日（水）～2月18日（水）
 居住条件 現に大阪市内に居住している方（一部、市内勤務の方も申し込み可能）
 収入条件 一般世帯 158,000円以下
 （月額所得額） 高齢者・障がい者世帯等 259,000円以下
※新婚・子育て・単身者・一般世帯等、ご家族の状況等により、申込資格が設定されています。
●随時募集
定期募集等において、応募者が募集戸数に満たなかった住宅等について、先着
順で随時受付を行っている住宅があります。申込資格は、現に大阪市内に居住
している方で、収入条件は上記と同様です。

 お問い合わせ 大阪市住まい公社 住宅管理部 管理課 募集担当
 TEL 6882-7024　FAX 6882-7021

中堅層向け住宅
公営住宅の収入基準を超えている方など、中堅層向けの賃貸住宅です。
●大阪市が管理している住宅
市営すまいりんぐ（子育て応援型）・市営すまいりんぐ・市営特定賃貸住宅・
市営再開発住宅（地域リロケーション住宅）

 収入条件（月額所得額）  158,000円以上（※123,000円）～487,000円以下
※50歳未満の入居者所得が世帯合計所得の半分以上ある場合

 お問い合わせ 大阪市住まい公社 住宅管理部 管理課 募集担当
 TEL 6882-7012　FAX 6882-7021
●大阪市住まい公社が管理している住宅
○公社一般賃貸住宅

 収入条件（月額所得額）  158,000円以上（※123,000円）
※40歳未満の入居者所得が世帯合計所得の半分以上ある場合
○公社すまいりんぐ・民間すまいりんぐ（公社管理）

 収入条件（月額所得額）  200,000円以上（※123,000円）～601,000円以下
※40歳未満の入居者所得が世帯合計所得の半分以上ある場合

 お問い合わせ 大阪市住まい公社 住宅管理部 管理課 募集担当
 TEL 6882-9000　FAX 6882-7021
●民間指定法人が管理している住宅
○民間すまいりんぐ（指定法人管理）

 収入条件（月額所得額）  200,000円以上（※123,000円）～601,000円以下
※40歳未満の入居者所得が世帯合計所得の半分以上ある場合

 お問い合わせ 大阪市都市整備局 特優賃等受付窓口
 TEL 6882-7055　FAX 6882-7031
いずれも大阪市外にお住まいの方も申し込みできます（空家は先着順随時募集）。
※「すまいりんぐ」は特定優良賃貸住宅制度を適用した住戸です。
参考サイト（物件情報など）
〈大阪市住まい公社ホームページ〉 http://www.osaka-jk.or.jp/  
〈おおさか・あんじゅ・ネット〉 http://www.sumai.city.osaka.jp/

その他の公的住宅
●府営住宅
詳細は下記までお問い合わせください。

　大阪市内の物件の 天満橋管理センター（（株）東急コミュニティー） 
　お問い合わせ TEL 6941-1097
●大阪府住宅供給公社賃貸住宅
ホームページ…http://www.osaka-kousha.or.jp/
一般賃貸住宅…空家（窓口・インターネット）先着順受付
高齢者向け優良賃貸住宅…空家（窓口・電話・インターネット）先着順受付

 お問い合わせ 大阪府住宅供給公社 北浜管理センター 
 TEL 6203-5454
特優賃住宅…空家（窓口・インターネット）先着順受付

 お問い合わせ 大阪府住宅供給公社 特優賃住宅募集グループ  
 TEL 6203-5956
●都市再生機構賃貸住宅
窓口･インターネットにて先着順受付中（ホームページ…http://www.ur-net.go.jp/kansai）
高齢者向け優良賃貸住宅…空家状況により変更になりますのでお問い合わ

せください。
 お問い合わせ 都市再生機構募集販売センター　TEL 6346-3456（代表）
  都市再生機構空き家情報　フリーダイヤル 0120-23-3456

平成26年10月現在のものです。

住まいのガイド
借りる・買う・建てる・建て替える大

阪
市 新婚・子育て世帯の方へ

市営住宅別枠募集
新婚世帯及び子育て世帯（小学校修了前の子どものいる世帯）に対して、
市営住宅の別枠募集を行っています。
募集時期: 平成26年  7月3日（木）～7月16日（水）［終了］
 平成26年11月5日（水）～11月12日（水）（子育て世帯のみ）
 平成27年  2月4日（水）～2月18日（水）

 お問い合わせ 大阪市住まい公社 住宅管理部 管理課 募集担当
 TEL 6882-7024　FAX 6882-7021

大阪市新婚･子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度
民間金融機関や住宅金融支援機構の融資を受けて新たにマイホームを取
得する新婚世帯及び子育て世帯を対象に、利子補給を行います。なお、予算
の範囲内で先着順で受付します。

1. 年間所得が1,200万円以下、自らが居住する住宅を初めて取
得する、申込日時点で夫婦いずれもが満40歳未満で婚姻届出
後５年以内の新婚世帯又は小学校6年生以下の子どもがいる
世帯（同一世帯において、過去に大阪市民間分譲マンション購
入融資利子補給金の交付を受けた方は申込みできません）

2. 返済期間が10年以上、融資利率（優遇後）が年0.1％以上の
もの。ただし、住宅取得にかかる契約の締結日が平成26年
5月31日以前の方及び、「大阪市エコ住宅普及促進事業住
宅購入・整備融資利子補給制度」を併用されている方につい
ては、返済開始時から当初5年間は、融資利率（優遇後）が年
1.1％以上、融資条件の変わらないものに限ります。

3. フラット35又は銀行等（大阪市と協定を締結する金融機
関）の住宅ローンで、返済期間が10年以上のもの

4. 床面積（マンションの場合は専有面積）が50㎡以上で、完了検
査済証の交付がされている民間住宅（都市再生機構等の公的団
体が分譲後、中古住宅として流通するものは含みます）※

 利子補給額 利子補給対象融資額のうち、12月末の償還元金残高（限度額2,000万円）に対して、年0.5％以内（融資利率を上限とします）の金額※

 利子補給期間 返済が開始された日から60ヵ月以内（すでに返済が開始されて  いる場合は、申込日までの返済分は利子補給の対象としません）

 
お問い合わせ

 大阪市都市整備局 住宅支援受付窓口
  （大阪市立住まい情報センター4階）
 TEL 6882-7050　FAX 6355-0351

大阪市子育て安心マンション認定制度
‘子育てに配慮した仕様’と‘子育てを支援する環境’を備えた良質な民間
の新築マンションを認定し、その情報を大阪市ホームページなどで広く情
報発信しています。
認定基準として、‘快適で安心’、‘便利で安心’、‘安全で安心’、‘楽しくて安
心’、‘いろいろ安心’という5つの視点で、住戸専用部分、共用部分、周辺環
境などに関する項目を定めています。
 お問い合わせ 大阪市都市整備局 まちづくり事業企画グループ
 TEL 6208-9221　FAX 6202-7064

認定を受けたマンションを購入し、りそな銀行の住宅ローンを申し込まれ
た場合、物件により金利が引き下げられます（防災力強化マンションとも）。
 お問い合わせ りそな銀行ローン営業部 北浜ローンプラザ
 TEL 6222-3714

子育て支援等公社ストック活用制度
子育て世帯等の市内居住を促進するため、大阪市住まい公社が管理する「民
間すまいりんぐ（特優賃）」の一部空家について、所得に応じて契約家賃より
引き下げられた一定の入居者負担額で入居することができる制度です。

子 育 て 世 帯 …現に同居し又は同居しようとする小学校6年生以下の子
 どもを含む親子・夫婦を中心とした世帯
収入超過者世帯…大阪市営住宅に居住する世帯のうち公営住宅法に規定
 する収入超過者世帯（単身者及び高額所得者は除く）。
ほかに収入条件などがあります。

 お問い合わせ 大阪市住まい公社 住宅管理部 管理課 募集担当
 TEL 6882-9000　FAX 6882-7021　

高齢者・障がい者・ひとり親（母子･父子）家庭の方へ
市営住宅別枠募集

市営住宅の申込資格があり、市内にお住まいの方が対象です。
※ケア付住宅については、家賃や共益費以外に費用負担がかかる場合があります。
募集時期： 毎年5月上旬の予定
●高齢者住宅・高齢者特別設計住宅　60歳以上の方が、次の親族と同居する世帯。
・配偶者、18歳未満の児童、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、
療育手帳（認定カードを含む）のいずれかの手帳の所持者及び同程度の障が
いのある方又は戦傷病者手帳の所持者、60歳以上の方。

●高齢者ケア付住宅（※）
　単身…60歳以上で、自炊が可能な程度の健康状態か、居宅において常時の介

護を受けることにより自立した生活ができる方。
　世帯…60歳以上の夫婦のみ、もしくは60歳以上の2名以上の親族のみで構

成する世帯で、自炊が可能な程度の健康状態か、居宅において常時の
介護を受けることにより自立した生活ができる世帯。

 お問い合わせ 大阪市福祉局 高齢福祉課
 TEL 6208-9957　FAX 6202-6964
●障がい者住宅　申込者または同居する親族に障がい者がいる２人以上の世帯
●障がい者ケア付住宅（※）　次の表のいずれかの手帳を所持する方で、居住者
が居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができること。

　

●車いす常用者向け　身体障がい者手帳（１級または２級）を所持する重度の障がい
者で、車いすを常用する方を含む２名以上の親族で構成する世帯であること。（注）

（注）ケア付住宅については、障がい者、配偶者、60歳以上の方、60歳以上の方を
含む夫婦のいずれかであることを満たす親族であることが条件となります。

 お問い合わせ 大阪市福祉局 障がい福祉課
 TEL 6208-8081　FAX 6202-6962
●ひとり親住宅　配偶者のない方とその子ども（扶養している20歳未満の
児童が含まれること）のみで構成する世帯。

 お問い合わせ 大阪市こども青少年局 こども家庭課
 TEL 6208-8035　FAX 6202-6963
●親子近居住宅　親世帯（60歳以上）と子世帯で、同一区内での生活を希望する方。
　募集時期： 平成26年11月5日（水）～11月12日（水）
 お問い合わせ 大阪市住まい公社 住宅管理部 管理課 募集担当
 TEL 6882-7024　FAX 6882-7021

その他、給付制度
●高齢者住宅改修費給付事業　介護保険制度の居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給を受け
る方が属する世帯等で、生活支援・介護予防の観点から真に住宅改修が必要と認められる世帯
の住宅改修費用の一部を給付します。なお、所得制限があります。必ず事前に審査が必要です。

●重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業　在宅の重度の身体・知的障がい者、難
病患者等の方が、日常生活上の障がいの除去または軽減に直接効果のある改修工事
を行うとき、工事費用の一部を給付します。所得制限があります（ただし、介護保険制
度が適用される方は本制度の対象となりません）。なお、必ず事前に申請が必要です。

 お問い合わせ 各区 保健福祉センター 保健福祉課

※市外局番は全て「06」です。
※各事業の詳細は、おおさか・あんじゅ・ネットおよび大阪市ホームページでご確認ください。
※補助、助成事業の利用には事前協議が必要ですのでお早めにご相談ください。また、受付期限が
あるものもあります。なお、予算額に達し次第受付を終了しますのでご注意ください。

申込条件
（平成26年度）

申
込
条
件

マンション管理組合の方へ
分譲マンション建替検討費助成制度

分譲マンションの管理組合に対して、建替えを検討する費用の一部を補助
します。　補助率：補助対象となる経費の1/3　上限：150万円

分譲マンション耐震改修検討費助成制度
分譲マンションの管理組合に対して、耐震改修の合意形成にかかる費用の一部
を補助します。　補助率：補助対象となる経費の1/3　上限：50万円

分譲マンション長期修繕計画作成費助成制度
分譲マンションの管理組合に対して、長期修繕計画の作成にかかる費用の一部
を補助します。補助率：補助対象となる経費の１/３　上限：30万円
 お問い合わせ 大阪市都市整備局 住宅政策グループ
 TEL 6208-9217　FAX 6202-7064

分譲マンションアドバイザー派遣（予約制・無料）
マンションの建替えや計画的な修繕・省エネルギー改修についてのアドバイ
スを行うため、管理組合の勉強会などの講師役として専門家を派遣します。
 お問い合わせ 予約申し込み 大阪市立住まい情報センター
 TEL 6242-1177（相談専用）

大阪市マンション管理支援機構
公共団体や、建築、法律などの専門家団体等が連携して、分譲マンションの管理組
合を支援します。登録組合には、セミナーの案内や情報誌等を無料で送付します。
  大阪市マンション管理支援機構事務局
 お問い合わせ （大阪市立住まい情報センター4階 住情報プラザ内）
 TEL 4801-8232　FAX 6354-8601

建替え、耐震診断・改修をしたい
民間老朽住宅建替支援事業〈タテカエ・サポーティング21〉

●建替建設費補助制度
大阪市全域を対象として、古いアパートや長屋など（昭和56年5月31日以
前建築の建築物）を補助要件を満たす共同住宅に建替える場合、建設費等の
一部を補助します。
なお、｢特に優先的な取り組みが必要な密集住宅市街地(約1,300ha)｣（優
先地区）等では、補助率の優遇等があります。
●狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度
優先地区において、幅員4m未満の狭あい道路に面する昭和25年以前に建て
られた木造住宅を解体する場合、解体に要する費用の一部を補助します。
※一部エリアでは、補助対象を幅員６ｍ未満の道路に面する昭和56年５月
31日以前に建てられた木造住宅まで拡大しています。

その他、ハウジングアドバイザーの派遣や上記補助を受ける場合の従前居
住者への家賃補助制度、賃貸共同住宅建設資金の融資あっせん制度等もあ
ります。

大阪市耐震診断・改修補助事業
一定の要件を満たす民間戸建住宅等の所有者に対して、耐震診断・耐震改修に
要する費用の一部を補助します。また、建築関係団体等と連携して設立した大
阪市耐震改修支援機構から実績のある耐震事業者の紹介を行います。
●らくらく耐震診断（耐震診断費補助）…耐震診断に要する費用の9/10以
内（限度額：4万5千円×戸数／棟、18万円／棟）を補助。耐震診断と耐震改
修設計（工事費見積を含む。以下同じ。）をセットにした「パッケージ耐震診
断」は、前段の耐震診断費補助に加え、耐震改修設計に要する費用の2/3以
内（限度額：10万円×戸数／棟、18万円／棟）を併せて補助。
●なっとく耐震改修（耐震改修工事費補助）…耐震改修工事に要する費用の1/2以内（限度
額：100万円×戸数／棟）に加え、20万円×戸／棟（自己負担額による上限あり）を併せて補
助。１階のみを補強又は寝室等の部屋にシェルターを設置する耐震改修工事等も補助対象。

マンション耐震化緊急支援事業
一定の要件を満たす地上３階建以上の民間マンションの耐震診断、耐震改修設計及び耐震
改修工事に要する費用の一部を補助します。なお予算の範囲内で先着順に受付します。
●耐震診断…耐震診断に要する費用の2/3以内（限度額：200万円/棟）を補助します。
●耐震改修設計…耐震改修設計に要する費用の2/3以内（限度額：400万円/棟）を補助します。
●耐震改修工事…耐震改修工事に要する費用の1/2以内（限度額：1,000万
円/棟【平成26年度の場合】）を補助します。

 お問い合わせ 大阪市都市整備局 耐震･密集市街地整備受付窓口 
 TEL 6882-7053　FAX 6882-0877

その他
大阪市防災力強化マンション認定制度

耐震性や耐火性など建物の安全性に関する基準に適合することに加え、被災時の生
活維持に求められる設備・施設等の整備、住民による日常的な防災活動等により防
災力が強化されたマンションを認定し、広く情報発信していきます。
認定物件の金利引き下げについては、子育て安心マンション認定制度の欄をご覧ください。

 お問い合わせ 大阪市都市整備局 防災・耐震化計画グループ
 TEL 6208-9649　FAX 6202-7064

都市防災不燃化促進事業（今里筋沿道：緑橋～百済貨物駅）
地域防災計画に定める避難路のうち、本市の指定する避難路の沿道区域（道路境界から奥行
き30ｍの範囲）で、一定の基準に適合する耐火建築物等を建設される方に助成を行います。
 お問い合わせ 大阪市都市整備局 防災・耐震化計画グループ
 TEL 6208-9629　FAX 6202-7064

大阪市エコ住宅普及促進事業
断熱性能が高く、太陽光発電や省エネ性能に優れた設備を設置するなどし
たマンション等を「大阪市エコ住宅」として認定し広く情報発信していき
ます。また、平成25年度までに計画認定を受けた住宅の購入にかかる住
宅ローンに対し利子補給を受けられる場合があります（補助の条件あり）。
なお、予算の範囲内で先着順で受付けます。

 お問い合わせ 

住宅認定に関すること…
  大阪市都市整備局まちづくり事業企画グループ
 TEL 6208-9221　FAX 6202-7064
  利子補給に関すること…
  大阪市都市整備局住宅支援受付窓口（大阪市立住まい情報センター4階）
  TEL 6882-7050　FAX 6355-0351

大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度
大阪市内にある民間建築物の共用部等において、露出状態で使用されている吹付けアス
ベストの含有調査又は除却・封じ込め等の対策工事を自主的に行う場合にかかる費用の
一部を補助します。なお、本制度の適用にあたっては「既に含有調査及び対策工事に着手
していないこと」「建築物の解体を前提としないこと」など一定の要件が必要です。
 お問い合わせ 大阪市都市計画局 建築指導部 監察課
 TEL 6208-9314　FAX 6202-6960

大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業
段差解消を伴うＬＤＫ化工事や断熱改修など、子育て世帯等の入居に資する改修
工事等を行う民間賃貸住宅オーナーに対して、改修工事費の一部を補助します。
 お問い合わせ 大阪市都市整備局 民間住宅助成グループ
 TEL 6208-9225　FAX 6202-7064  
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住まい情報センターからのご案内住まい情報センターからのご案内

10月25日（土）開催のタイアップまつりの
同時企画で、住生活月間の10月、パネル展
を開催します！ 高齢者の住まいや暮らしに関
する様々な事例や情報をパネルでご紹介しま
す。この機会にどうぞご来館ください。
■期 間：10月1日（水）～10月31日（金）
■場 所：住まい情報センター４階住情報プラザ

タイアップまつり
「高齢期の住まいと暮らし」
パネル展を開催!

タイアップまつり
「高齢期の住まいと暮らし」
パネル展を開催!

タイアップまつり
「高齢期の住まいと暮らし」
パネル展を開催!

あんじゅ60号発行記念！
５名様に読者プレゼントをさしあげます
「住まい・まちづくり・ネット」のインターネットフォームから、住まいのガイドブッ
クあんじゅへのご意見・ご感想をお寄せください（FAXや郵送でも可）。ご応募
いただいた方のなかから、抽選で５名様に、読者プレゼントをさしあげます。
■プレゼント例：今昔館オリジナルグッズ
（一筆箋、クリアファイル、ポストカードなどいずれか1点）

■応募・お問い合わせ先：〒530‐0041 大阪市北区天神橋6-4‐20
大阪市住まい情報センター4階 住情報プラザ 「あんじゅ編集担当」係
TEL: 06-6242-1160    FAX: 06-6354-8601
https://www.sumai-machi-net.com/event/portal/event/31599

■応募締切：12月28日（日）まで ※プレゼントの当選は発送をもってかえさせていただきます。

住まい・まちづくり・ネットワークからのおお知知らせせせ住まい・まちづくり・ネットワークからのお知らせ

すまじょーくんすまじょーくん

団 体 名テーマ 事業タイトル名
暮らし方・住まい方整理ラボ
ライフオーガナイザー関西 あなたの身を守る片づけ方／キッチン編住まいの

安全・安心・防災

（一社）大阪府宅地建物取引業協会
（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部 多い空家 住んでいない「家」を売るための準備と注意点

住まいと暮らし NPO法人
日本ホームインスペクターズ協会近畿支部

「知って得する！自分でできる家のメンテナンス」
～メンテナンス次第で資産価値に大きく差が出る時代が目の前に～

ＮＰＯ法人 住宅長期保証支援センター シロアリ、ダニ等の害虫、ネズミ等の小動物の被害対策

（一社）大阪府不動産コンサルティング協会 自宅を相続させる前にやっておくべきこと
高齢期の
住まいと暮らし

NIS 第３の人生 おひとりさま（いずれおひとりさま）幸齢学セミナー
マネープランから考える、老後の住まいの選び方

（公社）日本インテリアデザイナー協会
         西日本エリア 第３回 キッズデザイン:親子でつくる“わたしのへや”親子で

参加できるイベント

「タイアップ事業」 平成２6年度 第2回募集の実施団体が決定しました! 

「タイアップ事業」は住まい情報センターとＮＰＯ等住まい・まち
づくり関連団体とが、協働で実施するセミナーやイベントを通
じて、市民のみなさまの住環境の質の向上、住むまち大阪の魅
力向上のために実施する事業です。開催の様子はホームペー
ジでご案内します。

平成27年度
タイアップ事業 第１回企画提案を募集します！
平成27年4月から平成28年2月末までに開催する企画を募集します。
詳細については、「住まい・まちづくり・ネット」をご覧ください。
→ http://www.sumai-machi-net.com/tieup-info

住まいのライブラリーからのお知らせせ住まいのライブラリーからのお知らせ

約500冊をリサイクル図書として市民のみなさま
に無料でお譲りします。右記の期間実施しますので、
みなさまのご来館をお待ちしています。

■日 時：①11月3日（月･祝） 13：００～１６：３０
②11月5日（水）～11月10日（月）
平日・土曜日 9:00～19:00、日曜日・祝日 10:00～17:00　

■場 所：①大阪市立住まい情報センター ３階ホール前（「ブックトークサロン『江戸時代後期の大坂』」と同時開催）
②大阪市立住まい情報センター ４階住情報プラザフロア内

■申 込：不要（先着順）
※11月3日は混雑が予想されますので、10:00から４階住情報プラザ受付にて整理券をお配りします（お一人様１枚）

■持ち帰り可能な冊数：お一人様５冊まで（一部雑誌は２冊まで）

▲携帯電話からも応
募できます

住まいのライブラリー
リサイクルブックフェア!
開催します

「低炭素建築物」って
何ですか？

二酸化炭素の排出を
抑制させた建築物です

Q

A 　

　地球環境保全につながるよう、所管行政庁の都道府
県や市区が認定した、二酸化炭素の排出を抑える一定の仕組み
をもった建築物を低炭素建築物といいます。認定されると、ローン減
税の最大減税額が引き上げられたり、登録免許税率が引き下げら
れたり、住宅ローン「フラット35 Ｓ」で一定期間、借り入れ金利が引
き下げられるなど、税制や融資などで優遇措置が受けられます。
　低炭素建築物に認定されるには、必須項目（「外皮の熱性能」
「一次エネルギー消費量」などの定量的評価項目）と、選択的項目
を満たす必要があります。選択的項目では、「節水に資する機器の

設置」、「雨水・井戸水または雑排水の利用のための設備の設
置」、「一定のヒートアイランド対策を講じる」など８項目から２つ以
上に該当することが求められます。
　平成24年12月、「都市の低炭素化の促進に関する法律」（エコ
まち法）が施行されたのを機に、人口が集中し、建築物や自動車か
らの二酸化炭素を排出する都市では、都市機能を集約したり、公
共交通期間の利用を促したり、緑・エネルギーの面的管理・利用を
促進するなど、低炭素なまちづくり計画がすすめられています。その
一環として「建築物の低炭素化」も今後の進展が期待されていま
す。低炭素建築物認定の申請窓口は、住宅性能評価・表示協会
のホームページ内の認定検索システムで住宅の建設地を入力する
と、所管行政庁名や活用可能な事前調査機関名が調べられます。 
http://www.hyoukakyoukai.or.jp/teitanso/gyosei.php

（次回は「高齢期に住宅ローンを使う時の注意点は?」）

住まいのＱ＆Ａ住まいのＱ＆Ａ

このページでは、「あんじゅ」や「住まい情報センター」に対するご意見や応援メッセージ、センターの活動やお知らせ
など、さまざまな情報をお届けします。「あんじゅ」「住まい情報センター」へのご意見･ご要望、今後とりあげてほしい
テーマ、開催してほしいイベントなどを、どしどしお寄せください。

住まいの耐震診断・耐震改修を応援します！
～耐震改修工事費の補助額を増額中～
　南海トラフ沿いで発生する大規模な地震について、30年以内
の発生確率が60～80％とされています。
　地震による住宅の倒壊から自分や家族の命を守るためには、
耐震診断を行うとともに、必要に応じて壁や筋交いを増やしたり、
金物で柱や梁を固定する等の耐震改修を行うことが大切です。
大阪市では、一定の要件を満たす戸建住宅等の耐震診断・耐震
改修を行う場合、その費用の一部を補助する「大阪市耐震診断・
耐震改修補助事業」を実施しています。
　本年6月からは、耐震改修工事費の補助額を、従来の限度額
100万円（一戸あたり）に最大20万円を上乗せしています。前年
度までに耐震診断の補助制度を利用された方も、耐震改修工事
への補助制度が利用可能です。
■詳しくは、ホームページをご覧ください（12ページ｢住まいのガイド｣もご参照ください）
http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000256544.html

■お問い合わせ先
大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口
TEL: 06-6882-7053　FAX: 06-6882-0877

「防災力強化マンション」として
認定しました！
　大阪市では、新たに次のマンションを「防災力強化マンション」
として計画認定しました。平成26年7月末時点で40件・4,262戸
を認定しています。

■お問い合わせ先
大阪市都市整備局 防災・耐震化計画グループ
TEL: 06-6208-9649

※詳細は、ホームページからご覧いただけます。「防災力強化マンション」で検索
してください。

大阪市からのお知らせ大阪市からのお知らせ

名　称 建設地 竣工予定

城東区
中央二丁目
阿倍野区
王子町四丁目

旭区
大宮四丁目

住吉区
南住吉三丁目

都島区
都島中通二丁目

H27.3

H27.4

H27.6

H27.9

H27.9

ブランズ沢之町公園

ブランシエラ千林大宮

ブランズシティあべの王子町

（仮称）BRANZ城東中央
新築工事

（仮称）プレサンスロジェ都島中通
新築工事
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サービスカウンター
住宅案内コーナー

市内3ヵ所にある大阪市サービスカウンターで広報誌「あんじゅ」をはじめ、住宅関連パンフレットの配布等を行っています。

■ディアモール大阪B1F ■地下鉄難波駅構内B1F ■あべちかB1F

TEL: 06-6345-1103   FAX: 06-6345-0873 TEL: 06-6211-0874   FAX: 06-6211-0869 TEL: 06-6773-0874   FAX: 06-6773-6600

サービスカウンターの営業時間: 平日／9時～19時　土・日・祝日／10時～19時　※臨時休業する場合があります。
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